
重度障害者タクシー料金助成事業
の助成対象者が変わりました 
 

◎ 市内の高齢者関係施設に住所を有し、以下の要件に該当する方 

① 他市町村が援護の実施者となっている身体障害者手帳（１・２級）所持者 

② 名古屋市以外の発行する療育手帳（愛護手帳１・２度相当）所持者 
③ 他市町村が援護の実施者となっている身体障害者手帳（３級）かつ療育手帳

（愛護手帳３度相当）所持者 

 
 

× 
助成対象外 

平成２６年５月まで 

○ 
助成対象 

平成２６年６月から 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 市外に住所を有し、以下の要件に該当する方 

① 名古屋市が援護の実施者となっている身体障害者手帳（１・２級）所持者 

② 愛護手帳（１・２度）所持者 

③ 名古屋市が援護の実施者となっている身体障害者手帳（３級）かつ愛護手帳

（３度）所持者 

 

平成２６年５月まで 平成２６年６月から  
 

○ 
助成対象

× 
助成対象外 

 
 
 
 
 
 

ただし、平成２６年８月３１日までにタクシー券の交付を受けれ

ば、当分の間、助成を受け続けられます。 

ご希望の方は、お早めに区役所福祉課、もしくは支所区民福祉課で交

付手続きを行ってください。 

  お問い合わせ：名古屋市役所障害企画課        
Tel：０５２－９７２－２５８７       

手続き先：各区役所福祉課もしくは支所区民福祉課 


